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消費者保護ルールの更なる適正化とDX時代への対応の在り方（諮問） 1

（４）ＤＸの進展を踏まえた消費者保護ルールの在り方
 ＤＸがもたらすメリット・デメリットを踏まえたＤＸの適切な推進の在り方
 例えば、契約書面等の電子交付の原則化に向けた課題への対処の在り方

（５）その他必要と考えられる事項
 市場環境の変化（２０１５年の電気通信事業法改正による消費者保護ルールの充実・

強化から約１０年が経過）を踏まえた消費者保護ルールの在り方

（１）消費者への説明の充実の在り方
 電気通信サービスの契約と一体的に行われるオプション等の契約に関する説明の在り方
 電気通信サービスの解約に関する条件等の説明の在り方（契約から解約に至るまでの

対応の在り方）

（２）交渉力の低い消費者の保護の在り方
 適合性の原則を踏まえた高齢者との契約手続の一層の適正化に向けた取組の在り方
 法人契約への消費者保護ルールの適用の在り方

（３）法令遵守を確保するための措置の在り方
 電気通信事業者・販売代理店に対する抑止力を高めるための措置の在り方
 例えば、指導等措置義務の実効性を確保するための取組の在り方



現行のガイドライン（DX） 2

電子交付の優先勧奨
第２章 契約前の説明義務（法第26条（法第73条の３において準用する場合を含む。））関係
第３節 説明方法（施行規則第22条の２の３第３項（施行規則第40条第１項において準用する場合を含む。））
（３）代替的な説明方法（電磁的方法等）
（略）
また、例えば、利用者がウェブページにおいて基本説明事項の一部を確認し、その後、店頭に赴いて

残余の基本説明事項の説明を受けたうえで契約を行う場合など、利用者の希望に基づき、口頭での説明
と代替措置を併用する形で説明を行うことは許容される。この場合において、利用者からウェブページ
において確認した事項について、再度店頭での説明を求められた場合には、適切に対応することが求め
られる。

第３章 書面交付義務（法第26条の２）関係
第５節 情報通信の技術を利用する方法（電子交付方法）
（１）利用者の明示的な承諾の取得（法第26条の２第２項、施行令第２条第１項、施行規則第22条の２の５第２項及
び第22条の２の５の２）
（略）
利用者に対して、電子交付を優先的に勧奨することは許容される。その際、利用者の明示的な承諾を

得るに当たり、書面による交付も可能である旨を適切に説明することが求められるほか、契約書の閲
覧・ダウンロード可能な期間を一定設けることや、契約後に書面による契約書の発行を求められた際に
は適切に対応すること等により、消費者トラブルを防止する措置を講じることが求められる。
（略）
【望ましい例】
（略）
・ 電子交付を優先勧奨する場合、契約期間中、契約書を閲覧・ダウンロード可能な状態とすること、ま
た、追加的に書面にて契約書を求められた際にはこれに適切に対応すること。



現行のガイドライン（DX） 3

最終確認画面
第２章 契約前の説明義務（法第26条（法第73条の３において準用する場合を含む。））関係
第３節 説明方法（施行規則第22条の２の３第３項（施行規則第40条第１項において準用する場合を含む。））
（３）代替的な説明方法（電磁的方法等）

② ウェブページに掲載する方法（第２号又は第３号）
（略）

なお、消費者が当該説明事項等を読むことなく、次のリンク先のウェブページに飛んでしまうことの
ないよう、画面をスクロールすることにより、説明事項等を一通り読んだ上で次のリンク先のウェブ
ページに飛ぶこととなるよう、リンク先表示のための文字列を当該ウェブページの一番最後に表示する
こと、平易かつ簡潔な表現による説明を行うなどの工夫を行うことが求められる。また、ウェブページ
からの契約申込みを受付ける場合には、誤操作による申込みや適切な理解のないまま契約することを防
止するため、利用者が申込み内容の最終確認を行うことができる画面（最終確認画面）を設ける等の工
夫を行うことが求められる。
（略）
【望ましい例】
・ ウェブページからの契約の申込みを受付ける場合、最終確認画面を設け、当該画面において基本説明
事項のうち特に苦情につながりやすい料金、通信品質や利用制限、初期契約解除を含む解除条件、苦情
相談の受付窓口等を分かりやすく再度表示すること。
（略）



現行のガイドライン（DX） 4

ダークパターン
第２章 契約前の説明義務（法第26条（法第73条の３において準用する場合を含む。））関係
第３節 説明方法（施行規則第22条の２の３第３項（施行規則第40条第１項において準用する場合を含む。））
（３）代替的な説明方法（電磁的方法等）

② ウェブページに掲載する方法（第２号又は第３号）
（略）
また、利用者がウェブページで基本的説明事項の確認やプラン選択を行う場合には、視覚効果やウェ

ブページのデザイン等が、人々の判断を誤らせ、また、行動を操作する、いわゆるダークパターンとな
らないよう留意することが求められる。
（略）
【不適切な例】
・ ウェブページでの基本説明事項の表示や料金プラン・サービス選択において、以下のような取組を行
うこと。

-利用者の利用実態や意思の確認なく、あらかじめ特定の料金プランや有料オプションに申込みを行う
よう既定（デフォルト）の設定とすること。

-割引や特典の適用条件などの重要な情報を割引額等に比して視覚的に不明瞭に表示すること。
-利用者の利用実態や意思と関係なく、高額なプランや製品が、他のプラン等に比して著しく視覚的に

目立つように表示すること。
-オンラインで料金プラン等の確認をするだけにもかかわらず、利用者にアカウント登録を強制するこ

と、また、登録が必要と誤認を与えること。
-他の利用者の料金プラン等の選択状況等について、誤認を招く又は虚偽の情報を用いて表示すること。



現行のガイドライン（DX） 5

ナッジを活用した適切なプラン選択の推進
第２章 契約前の説明義務（法第26条（法第73条の３において準用する場合を含む。））関係
第８節 契約後の情報提供
（略）

具体的には、電気通信事業者等においては、契約時や解約時に丁寧な説明をすることに加え、それ
ぞれのサービス提供形態等を踏まえ、実施可能かつ効果的な措置を講ずることが望ましい。

（効果的と考えられる措置の例）
（略）
・ 利用者の適切なプラン選択の一助となるよう、一定期間のデータ通信量等の利用実績を通知するサー
ビスを利用者の同意の下で提供すること。

（略）

オンライン専用プランの苦情処理
第５章 苦情等の処理（法第27条）関係
第２節 苦情等の処理の方法
（略）
【不適切な例】
（略）
・ 苦情及び問合せに対する対応窓口をオンラインに限定しているサービスについて、利用者からの単純
な問合せを超えた苦情等についてもオンラインチャットによる対応に終始すること等により、実質的な
解決を図らない。
（略）



ダークパターンとは（※消費者庁資料引用） 6

出典：消費者庁第３回デジタル取引・特定商取引法等検討会（2026年３月16日開催）（資料）説明資料



ダークパターンとは（※消費者庁資料引用） 7

出典：消費者庁第３回デジタル取引・特定商取引法等検討会（2026年３月16日開催）（資料）説明資料



ダークパターンとは（※消費者庁資料引用） 8

出典：消費者庁第３回デジタル取引・特定商取引法等検討会（2026年３月16日開催）（資料）説明資料



ダークパターンとは（※消費者庁資料引用） 9

出典：消費者庁第３回デジタル取引・特定商取引法等検討会（2026年３月16日開催）（資料）説明資料



消費者保護ルールの更なる適正化とDX時代への対応の在り方（諮問） 10

（４）ＤＸの進展を踏まえた消費者保護ルールの在り方
 ＤＸがもたらすメリット・デメリットを踏まえたＤＸの適切な推進の在り方
 例えば、契約書面等の電子交付の原則化に向けた課題への対処の在り方

（５）その他必要と考えられる事項
 市場環境の変化（２０１５年の電気通信事業法改正による消費者保護ルールの充実・

強化から約１０年が経過）を踏まえた消費者保護ルールの在り方

（１）消費者への説明の充実の在り方
 電気通信サービスの契約と一体的に行われるオプション等の契約に関する説明の在り方
 電気通信サービスの解約に関する条件等の説明の在り方（契約から解約に至るまでの

対応の在り方）

（２）交渉力の低い消費者の保護の在り方
 適合性の原則を踏まえた高齢者との契約手続の一層の適正化に向けた取組の在り方
 法人契約への消費者保護ルールの適用の在り方

（３）法令遵守を確保するための措置の在り方
 電気通信事業者・販売代理店に対する抑止力を高めるための措置の在り方
 例えば、指導等措置義務の実効性を確保するための取組の在り方



確認措置の概要 11

 初期契約解除対象として指定されている移動電気通信役務のうち、電波状況又は説明義務
等の法令等の遵守状況が不十分である場合に、端末等の関連契約も含めて契約を解除する
ことができる措置

 利用者の利益が保護されているとして総務大臣の認定を受けた役務について、初期契約解
除に代えて適用される。

① サービス提供開始日から８日間、利用場所状況
（電波状況）及び法令等の遵守状況の確認が可能

② 確認した利用場所状況について十分でないときは、関
連契約※を解除可能

      ※ 電気通信役務の契約、付随する有償継続役務の契約、及
び端末の契約等。

③ 事業者があらかじめ定めた基準に遵守状況が
適合しないとき※は、利用者が関連契約を解除可能

※ 事業者による説明等が不十分な場合を想定

④ 上記②・③の解除に伴い、利用者が支払うべき金額が、
サービス提供の対価に法定利率による遅延損害金を加
えた額※を超えない

 ※ 初期契約解除と異なり事務手数料の負担は不要。

⑤ 提供条件の説明（説明義務）により、確認措置に関す
る事項を説明

確認措置
以下の全ての要件を満たす措置 指定された対象サービスであっても、

初期契約解除が適用されない場合

利用場所状況や遵守状況についての「確認措置」を講じて
いる役務であって、利用者利益が保護されているものとし
て総務大臣が認定する電気通信役務の契約を締結した場合

認定制度の運用
①利用者利益保護の観点から、店舗販売・通信販売につ
いて認定。
②利用者利益の保護に支障がある場合等は認定取消し可。

確認措置以外で初期契約解除を適用除外する場合：

１）書面交付義務の適用がない場合
（法人契約、自動締結契約、軽微変更のみの契約等の場合）

２）利用者申出による利用者に不利でない変更契約の場合
３）変更契約又は契約の更新の場合で、料金等以外の事項に変

更があったとき



初期契約解除 確認措置 通常の契約解除

申請が可能な
期間

契約書面の受領※から８日を経過するまでの間
※移動通信サービスの場合は、契約書面の受領／役務

の提供開始のいずれか遅い方

役務の提供開始から８日以上の期間（各事業
者が総務大臣の認定を受けた確認措置の中で
規定。通常は8日間。）

いつでも可能

適用の条件 無し
役務の利用場所状況（電波の状況）が十分で
ない場合／法令等の遵守状況が各事業者が定
めた基準（総務大臣の認定を受けた確認措置
の中で定めた基準）に適合しない場合

無し

解除の対象

通信サービスの契約※

※PHS、期間拘束のないMVNOの無線インターネット
専用サービス、プリペイドの移動体通信サービス、
公衆無線LAN、DSLサービス、FWAサービス、その
他のISPサービス、IP電話、加入電話・ISDNを除く。

• 移動体通信サービス（MNOサービス、MVNO
サービス（期間拘束のない無線インターネット専
用サービスを除く）※プリペイド除く）の契約

• 一部のオプションサービスの契約
• 移動端末設備の売買契約

通信サービスの契約

違約金の有無 無し 無し
有り【上限：月額料金※】

※大手携帯会社等が提供する主な移
動体通信サービスについては月額
料金と1,000円のいずれか低い方

その他費用の
発生

契約解除までに発生した以下の費用（法定利率
による遅延損害金の額を加算可能）
契約解除までに提供された主たる通信サービ

ス及び一部のオプションサービスの対価
MVNOサービスの利用に係るSIMカードの料

金等
工事に通常要する費用（固定系サービスが対

象）
契約締結に通常要する費用（事務手数料）

【上限3,000円】
番号ポータビリティに係る費用【上限1,000

円】

契約解除までに発生した以下の費用（法定利
率による遅延損害金の額を加算可能）
契約解除までに提供された主たる通信サー

ビス及び一部のオプションサービスの対価
返還されない移動端末設備の販売価格相当

額

発生する全ての費用

初期契約解除制度と確認措置制度の比較 12



確認措置の認定を受けた役務 13

電気通信事業者の
氏名又は名称

電気通信役務の名称（サービス名） 電気通信役務の内容（※１） 認定年月日

MNO
１ （株）NTTドコモ • 5Gサービス（ahamoを含む）

• Xiサービス
携帯電話端末サービス
及び
無線インターネット専用サービス

平成28年5月20日

２ KDDI（株） • au(LTE)通信サービス契約
• au(5G)通信サービス契約
• UQ mobile通信サービスII契約

携帯電話端末サービス
及び
無線インターネット専用サービス

３ 沖縄セルラー電話
（株）

• KDDI（株）と同様 KDDI（株）と同様

４ ソフトバンク
（株）

• ソフトバンク4G通信サービス
• 5G通信サービス
• ワイモバイル通信サービス（※2）
• LINEMO通信サービス

携帯電話端末サービス

• ソフトバンク4G通信サービス
• 5G通信サービス
• ソフトバンクモバイル(E)
• データ通信サービス
• ワイモバイル通信サービス（※2）

無線インターネット専用サービス

５ UQコミュニケー
ションズ（株）

• UQ通信サービス契約 無線インターネット専用サービス 令和7年8月26日

※1 法人契約その他の電気通信事業法施行規則第22条の2の7第1項第1号から第4号までに掲げる契約により提供されるもの、プリペイ
ドサービス及び特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売又は同条第3項に規定する電話勧誘販売を行うものを除きます。
※2 PHSサービスを除きます。



乗換え時の端末購入の動向

● MNOとの回線契約時に端末を購入した者の割合

72.2%

49.2%

42.2%
46.0%

39.5%
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71.8%
67.8% 69.0%

64.6%

30.0%

35.0%
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45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

webでの契約

Web以外（店舗等）での契約

出典：総務省情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事業部会 市場検証委員会 利用者視点を踏まえたモバイル市場の検証に関する専門委員会（第1回）
資料１-３「電気通信事業法第27条の３とモバイル市場の動向」

n=400

n=400

毎年、直近の6月～12月に契約申込した者
（web契約者400人、web以外での契約者400人）にアンケートを実施。

○ 通信の新規契約時に端末を一体的に購入する者の割合は減少傾向。
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苦情相談事例 15

スマホの操作を教えてもらうために店舗に来店したら、据置型Wi-Fi
を勧められた。説明の途中で不要かと思ったが、店員から「８日以内
であればキャンセル可能」と言われたので、不要と思ったらキャンセ
ルすればよいと思い、契約した。その後、店員に解約希望を伝えると、
通信は解約可能だが、機器は買い取ってもらうと言われた。

親戚がA社と契約しているが、間違えてB社に問い合わせに行ってし
まった。その際に、B社に乗り換えてしまったが、本人は乗り換えた
という認識もなかった。確認措置をしようと思い申請をしたが、説明
義務を果たしているのでできないと言われた。

電波が不安定な場合は８日以内であれば確認措置で解約ができると言
われ購入した。使用したところ、電波が不安定で使えない。キャンセ
ルしようと電話したが、確認措置の適用はできないと言われた。

PIO-NET※に登録された2024年4月～2025年３月間受付けの消費生活相談情報より抽出
※パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム。国民生活センターと全国の消費生活センター
等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。
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